
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

条

例

○
福
島
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

一

○
福
島
県
税
特
別
措
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

三

○
福
島
県
復
興
産
業
集
積
区
域
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

三

○
福
島
県
企
業
立
地
促
進
区
域
及
び
避
難
解
除
区
域
等
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免

除
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

三

○
福
島
県
職
員
恩
給
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

三

○
福
島
県
修
学
等
支
援
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

三

○
福
島
県
議
会
議
員
及
び
福
島
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
の
公
営
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

四

○
福
島
県
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等

に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

四

○
民
生
委
員
の
定
数
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

四

○
福
島
県
認
定
こ
ど
も
園
の
要
件
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

五

○
福
島
県
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

五

○
福
島
県
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

六

○
福
島
県
租
税
特
別
措
置
法
第
七
十
条
の
四
の
規
定
に
係
る
事
務
処
理
の
特
例
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

六

○
福
島
空
港
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

六

○
福
島
県
県
営
住
宅
等
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

六

○
福
島
県
立
高
等
学
校
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

七

条

例

福
島
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
、
福
島
県
税
特
別
措
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
、

福
島
県
復
興
産
業
集
積
区
域
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
、

福
島
県
企
業
立
地
促
進
区
域
及
び
避
難
解
除
区
域
等
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
、
福
島
県
職
員
恩
給
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
、
福
島
県
修
学
等
支
援
基
金

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
、
福
島
県
議
会
議
員
及
び
福
島
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
の

公
営
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
、
福
島
県
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す

る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
、
民
生
委
員
の
定
数
を

定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
、
福
島
県
認
定
こ
ど
も
園
の
要
件
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
、
福
島
県
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
、
福
島
県
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
、
福
島
県
租
税
特
別
措
置
法
第
七
十
条
の
四
の
規
定
に
係
る
事
務
処
理
の
特

例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
、
福
島
空
港
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
、
福
島
県
県

営
住
宅
等
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
及
び
福
島
県
立
高
等
学
校
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
七
月
十
二
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

福
島
県
条
例
第
六
十
号

福
島
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
福
島
県
税
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条

福
島
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
島
県
条
例
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

四
十
条
の
三
第
十
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
七
十
三
条
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は

10
第
七
号
に
規
定
す
る
者
又
は
同
法
第
百
十
八
条
の
七
第
一
項
第
二
号
（
同
法
第
百
十
八
条
の
二
十

五
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
者
が
同

法
に
よ
る
市
街
地
再
開
発
事
業
の
施
行
に
伴
い
同
法
第
七
十
三
条
第
一
項
第
三
号
若
し
く
は
第
八

号
に
規
定
す
る
宅
地
、
借
地
権
若
し
く
は
建
築
物
若
し
く
は
指
定
宅
地
若
し
く
は
そ
の
使
用
収
益

権
又
は
同
法
第
百
十
八
条
の
七
第
一
項
第
三
号
（
同
法
第
百
十
八
条
の
二
十
五
の
三
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
宅
地
、
借
地
権
若
し
く
は
建

築
物
（
第
二
号
に
お
い
て
「
従
前
の
宅
地
等
」
と
い
う
。
）
に
対
応
し
て
与
え
ら
れ
る
不
動
産
を

取
得
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
の
課
税
標
準
の

算
定
に
つ
い
て
は
、
当
該
不
動
産
の
価
格
か
ら
、
当
該
不
動
産
の
価
格
に
第
一
号
に
掲
げ
る
金
額

に
対
す
る
第
二
号
に
掲
げ
る
金
額
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
控
除
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
価
額
（
都
市
再
開
発
法
第
百
三
条
第
一
項
又
は
第
百
十
八
条
の
二
十
三
第
一
項

（
同
法
第
百
十
八
条
の
二
十
五
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を

含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
確
定
し
た
価
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お

い
て
同
じ
。
）
の
合
計
額

ア

都
市
再
開
発
法
第
七
十
三
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
施
設
建
築
敷
地
若
し
く
は
そ
の
───────────────────────────────────────────────────────────
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共
有
持
分
又
は
施
設
建
築
物
の
一
部
等
の
価
額

イ

都
市
再
開
発
法
第
七
十
三
条
第
一
項
第
九
号
に
規
定
す
る
個
別
利
用
区
内
の
宅
地
又
は
そ

の
使
用
収
益
権
の
価
額

ウ

都
市
再
開
発
法
第
百
十
八
条
の
七
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
建
築
施
設
の
部
分
の
価
額

エ

都
市
再
開
発
法
第
百
十
八
条
の
二
十
五
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ

れ
る
同
法
第
百
十
八
条
の
七
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
施
設
建
築
敷
地
又
は
施
設
建
築
物

に
関
す
る
権
利
の
価
額

二

従
前
の
宅
地
等
の
価
額
（
都
市
再
開
発
法
第
七
十
二
条
の
権
利
変
換
計
画
に
お
い
て
定
め
ら

れ
、
又
は
同
法
第
百
十
八
条
の
二
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
確
定
し
た
価
額
を
い
う
。
）
の

合
計
額

第
四
十
条
の
三
第
十
一
項
中
「
に
あ
つ
て
は
」
を
「
に
は
」
に
、
「
に
よ
つ
て
」
を
「
に
よ
り
」

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
七
十
三
条
第
一
項
第
十
七
号
」
を
「
第
七
十
三
条
第
一
項
第
二
十
二

号
」
に
改
め
、
同
条
第
十
三
項
中
「
に
掲
げ
る
」
を
「
に
規
定
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
十
四
項
か

ら
第
十
七
項
ま
で
の
規
定
中
「
不
動
産
取
得
税
」
の
下
に
「
の
課
税
標
準
」
を
加
え
る
。

附
則
第
九
条
第
八
項
中
「
施
行
規
則
」
を
「
施
行
規
則
附
則
第
三
条
の
二
の
十
七
第
一
項
」
に
、

「
施
行
令
」
を
「
施
行
令
附
則
第
七
条
第
二
十
一
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
九
条
の
八
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
東
日
本
大
震
災
に
係
る
復
興
整
備
事
業
に
お
け
る
被
災
関
連
市
町
村
と
の
交
換
に
よ
る
土
地
の

取
得
に
係
る
不
動
産
取
得
税
の
減
免
）

第
九
条
の
九

知
事
は
、
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）

第
四
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
復
興
整
備
計
画
に
記
載
さ
れ
た
同
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す

る
復
興
整
備
事
業
（
防
災
の
た
め
の
集
団
移
転
促
進
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
等
に

関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
三
十
二
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
集
団
移
転
促
進

法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
集
団
移
転
促
進
事
業
（
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別

区
域
法
第
七
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
復
興
交
付
金
事
業
計
画
に
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限

る
。
）
に
よ
り
当
該
復
興
整
備
計
画
を
作
成
し
た
同
法
第
四
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
被
災
関

連
市
町
村
が
取
得
し
た
集
団
移
転
促
進
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
移
転
促
進
区
域
内
の
土
地

の
利
用
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
用
に
供
す
る
た
め
、
当
該
復
興
整
備
事
業
の
実
施
区
域
（
東

日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
第
六
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
届
出
対
象
区
域
と
し

て
指
定
さ
れ
た
区
域
に
限
る
。
）
内
の
土
地
の
所
有
者
が
、
当
該
土
地
を
当
該
被
災
関
連
市
町
村

に
対
し
交
換
に
よ
り
譲
渡
し
、
か
つ
、
当
該
交
換
に
よ
り
当
該
被
災
関
連
市
町
村
の
有
す
る
当
該

実
施
区
域
外
の
土
地
の
取
得
を
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
土
地
の
取
得
に
対
し
て
は
、
当
該
取
得

が
福
島
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
八
年
福
島
県
条
例
第
六
十
号
）
の
公

布
の
日
か
ら
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
そ
の
取
得
者

の
申
請
に
よ
り
不
動
産
取
得
税
を
減
免
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
該
当
す
る
不
動
産
の
取
得
に
係
る
不
動
産
取
得
税
の
減
免
す
べ
き
税
額
は
、
当

該
不
動
産
取
得
税
の
全
額
と
す
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
つ
て
不
動
産
取
得
税
の
減
免
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
納
期
限
ま

で
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
、
同
項
の
規
定
に
該
当
す
る
不
動
産
の
取
得
が

あ
つ
た
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
を
添
付
し
て
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

申
請
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
所
在
地
、
名
称
及
び
そ
の
代
表
者
の

氏
名
）

二

土
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
地
積

三

減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
由

四

被
災
関
連
市
町
村
に
譲
渡
し
た
土
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
地
積

附
則
第
十
条
の
二
の
四
第
二
項
第
二
号
ウ
中
「
該
当
す
る
も
の
で
施
行
規
則
」
を
「
該
当
す
る
も

の
で
施
行
規
則
附
則
第
四
条
の
五
第
七
項
」
に
、
「
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
で
施
行
規
則
」
を
「
排
出

ガ
ス
保
安
基
準
で
施
行
規
則
附
則
第
四
条
の
四
第
十
五
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
第
二
号
ウ
中

「
施
行
規
則
」
を
「
施
行
規
則
附
則
第
四
条
の
五
第
十
六
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
第
二
号
ウ
中

「
施
行
規
則
」
を
「
施
行
規
則
附
則
第
四
条
の
五
第
二
十
四
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
条
の
四
第
二
項
第
二
号
中
「
施
行
規
則
」
を
「
施
行
規
則
附
則
第
五
条
の
二
第
一
項
」

に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
施
行
規
則
」
を
「
施
行
規
則
附
則
第
五
条
の
二
第
三
項
」
に
改
め
、
同

項
第
四
号
中
「
勘
案
し
て
施
行
規
則
」
を
「
勘
案
し
て
施
行
規
則
附
則
第
五
条
の
二
第
四
項
」
に
、

「
値
で
施
行
規
則
」
を
「
値
で
施
行
規
則
附
則
第
五
条
の
二
第
五
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
二
十
条
の
二
の
二
第
三
項
中
「
、
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
七
条
の
十
四
の
二
第
四
項
第

一
号
」
を
「
、
第
一
号
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
掲
げ
る
移
管
」
の
下
に
「
（
同
条
第
五
項
第

二
号
ヘ

に
規
定
す
る
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
二
十
五
条
の
十
三
の
八
第
六
項
で
定
め
る
事
由

(1)

に
よ
る
移
管
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。

（
福
島
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条

福
島
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
福
島
県
条
例
第
七
十
六
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
う
ち
福
島
県
税
条
例
第
三
十
一
条
の
四
を
第
三
十
一
条
の
五
と
し
、
第
三
十
一
条
の
三

を
第
三
十
一
条
の
四
と
し
、
第
三
十
一
条
の
二
を
第
三
十
一
条
の
三
と
し
、
第
三
十
一
条
の
次
に
一

条
を
加
え
る
改
正
規
定
中
「
県
民
税
の
所
得
割
」
を
「
個
人
の
県
民
税
」
に
、
「
市
町
村
民
税
の
所

得
割
の
徴
収
」
を
「
個
人
の
市
町
村
民
税
の
徴
収
」
に
、
「
に
お
い
て
は
」
を
「
に
は
」
に
、
「
所

得
割
の
納
税
義
務
者
」
を
「
市
町
村
民
税
の
納
税
義
務
者
」
に
、
「
の
所
得
割
に
対
す
る
」
を
「
に

対
す
る
」
に
、
「
の
所
得
割
の
割
合
」
を
「
の
割
合
」
に
改
め
る
。

第
二
条
の
う
ち
福
島
県
税
条
例
第
三
十
九
条
の
十
七
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
中
「
場
合

に
は
」
を
「
場
合
を
含
む
。
）
に
は
」
に
改
め
る
。

附
則
第
六
条
第
七
項
中
「
、
二
十
八
年
新
条
例
」
を
「
、
福
島
県
税
条
例
」
に
、
「
（
二
十
八
年

新
条
例
」
を
「
（
同
条
例
」
に
、
「
掲
げ
る
二
十
八
年
新
条
例
」
を
「
掲
げ
る
同
条
例
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該

各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
一
条
中
福
島
県
税
条
例
附
則
第
二
十
条
の
二
の
二
の
改
正
規
定
及
び
第
二
条
中
福
島
県
税
条

例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
福
島
県
条
例
第
七
十
六
号
）
附
則
第
六
条
の
改

正
規
定
並
び
に
次
条
の
規
定

平
成
二
十
九
年
一
月
一
日

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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二

第
一
条
中
福
島
県
税
条
例
第
四
十
条
の
三
の
改
正
規
定
（
第
十
項
及
び
第
十
一
項
第
二
号
に
係

る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
附
則
第
三
条
の
規
定

都
市
再
生
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
七
十
二
号
）
の
施
行
の
日

（
県
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
福
島
県
税
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
附
則
第

二
十
条
の
二
の
二
第
三
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
九
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の
県
民
税
に
つ
い

て
適
用
し
、
平
成
二
十
八
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

新
条
例
第
四
十
条
の
三
第
十
項
の
規
定
は
、
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の

日
以
後
の
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
べ
き
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
の
不
動

産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
税

務

課
）

福
島
県
条
例
第
六
十
一
号

福
島
県
税
特
別
措
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

福
島
県
税
特
別
措
置
条
例
（
昭
和
三
十
八
年
福
島
県
条
例
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
六
条
の
二
中
「
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め

る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
福
島
県
税
特
別
措
置
条
例
の
規
定
は
、
平
成
二

十
八
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
税

務

課
）

福
島
県
条
例
第
六
十
二
号

福
島
県
復
興
産
業
集
積
区
域
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

福
島
県
復
興
産
業
集
積
区
域
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
福
島
県

条
例
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
係
る
認
定
の
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
係
る
認
定
の
日
か
ら
平
成

二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
（
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
第
七
十
四
条
又
は
第
七
十
五
条
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
」
に
、
「
、
認
定
の
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
、
認
定
の
日
か
ら
平

成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
福
島
県
復
興
産
業
集
積
区
域
に
お
け
る
県
税
の

課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
の
規
定
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
税

務

課
）

福
島
県
条
例
第
六
十
三
号

福
島
県
企
業
立
地
促
進
区
域
及
び
避
難
解
除
区
域
等
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

福
島
県
企
業
立
地
促
進
区
域
及
び
避
難
解
除
区
域
等
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
（
平

成
二
十
五
年
福
島
県
条
例
第
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
及
び
第
三
条
中
「
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
」

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
福
島
県
企
業
立
地
促
進
区
域
及
び
避
難
解
除
区

域
等
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
の
規
定
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す

る
。

（
税

務

課
）

福
島
県
条
例
第
六
十
四
号

福
島
県
職
員
恩
給
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

福
島
県
職
員
恩
給
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
福
島
県
条
例
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
三
十
七
条
本
文
中
「
禁
固
」
を
「
禁
錮
」
に
改
め
、
同
条
た
だ
し
書
中
「
た
だ
し
、
刑
の
」
の
下

に
「
全
部
の
」
を
加
え
、
「
そ
の
言
渡
を
」
を
「
刑
の
一
部
の
執
行
猶
予
の
言
渡
を
受
け
た
と
き
は
、

そ
の
刑
の
う
ち
執
行
が
猶
予
さ
れ
な
か
つ
た
部
分
の
期
間
の
執
行
を
終
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と

が
な
く
な
る
月
の
翌
月
以
降
は
、
こ
れ
を
停
止
せ
ず
、
こ
れ
ら
の
言
渡
を
猶
予
の
期
間
中
に
」
に
改
め

る
。第

五
十
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
た
だ
し
、
刑
の
」
の
下
に
「
全
部
の
」
を
加
え
、
「
そ
の
言
渡

を
」
を
「
刑
の
一
部
の
執
行
猶
予
の
言
渡
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
刑
の
う
ち
執
行
が
猶
予
さ
れ
な
か

つ
た
部
分
の
期
間
の
執
行
を
終
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る
月
の
翌
月
以
降
は
、
こ
れ

を
停
止
せ
ず
、
こ
れ
ら
の
言
渡
を
猶
予
の
期
間
中
に
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
職
員
業
務
課
福
利
厚
生
室
）

福
島
県
条
例
第
六
十
五
号

福
島
県
修
学
等
支
援
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

福
島
県
修
学
等
支
援
基
金
条
例
（
平
成
二
十
一
年
福
島
県
条
例
第
八
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
中
「
平
成
二
十
八
年
十
二
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
十
二
月
三
十
一
日
」
に

改
め
る
。附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
私
学
・
法
人
課
）
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福
島
県
条
例
第
六
十
六
号

福
島
県
議
会
議
員
及
び
福
島
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
の
公
営
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

福
島
県
議
会
議
員
及
び
福
島
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
の
公
営
に
関
す
る
条
例
（
平
成
六

年
福
島
県
条
例
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
二
号
ア
中
「
一
万
五
千
三
百
円
」
を
「
一
万
五
千
八
百
円
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
七
千

三
百
五
十
円
」
を
「
七
千
五
百
六
十
円
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
一
号
中
「
七
円
三
十
銭
」
を
「
七
円
五
十
一
銭
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
四
円
八
十

八
銭
」
を
「
五
円
二
銭
」
に
、
「
三
十
六
万
五
千
円
」
を
「
三
十
七
万
五
千
五
百
円
」
に
改
め
る
。

第
九
条
第
一
号
中
「
五
百
十
円
四
十
八
銭
」
を
「
五
百
二
十
五
円
六
銭
」
に
、
「
三
十
万
千
八
百
七

十
五
円
」
を
「
三
十
一
万
五
百
円
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
二
十
六
円
七
十
三
銭
」
を
「
二
十
七

円
五
十
銭
」
に
、
「
五
十
五
万
七
千
百
十
五
円
」
を
「
五
十
七
万
三
千
三
十
円
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
福
島
県
議
会
議
員
及
び
福
島
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
の
公
営
に
関
す
る
条

例
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
そ
の
期
日
を
告
示
さ

れ
る
選
挙
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
の
前
日
ま
で
に
そ
の
期
日
を
告
示
さ
れ
た
選
挙
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
市
町
村
行
政
課
）

福
島
県
条
例
第
六
十
七
号

福
島
県
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す

る
法
律
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

福
島
県
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施
行

条
例
（
平
成
二
十
六
年
福
島
県
条
例
第
九
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
掲
げ
る
事
務
」
の
下
に
「
、
別
表
第
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
執
行
機
関
が
行
う
同

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
務
及
び
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
執
行
機
関
が
行
う
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る

事
務
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
掲
げ
る
事
務
」
の
下
に
「
及
び
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
執
行

機
関
が
行
う
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
事
務
」
を
加
え
、
「
同
表
の
第
四
欄
」
を
「
法
別
表
第
二
に
あ
っ

て
は
同
表
の
第
四
欄
、
別
表
第
二
に
あ
っ
て
は
同
表
の
下
欄
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
個
人
情
報
の
利
用
が
で
き
る
場
合
に
お
い
て
、
他
の
条
例
、
規
則
及
び

規
程
の
規
定
に
よ
り
当
該
特
定
個
人
情
報
と
同
一
の
内
容
の
情
報
を
含
む
書
面
の
提
出
が
義
務
付
け

ら
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
書
面
の
提
出
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

附
則
の
次
に
別
表
と
し
て
次
の
二
表
を
加
え
る
。

別
表
第
一
（
第
四
条
関
係
）

執
行
機
関

事
務

一

知
事

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）
に
よ
る
費
用
の
負
担
又
は
療
養
費
の

支
給
に
関
す
る
事
務
で
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
に
準
ず
る
肝
炎
の
医

療
費
助
成
に
係
る
事
務
で
あ
っ
て
規
則
で
定
め
る
も
の

二

教
育
委
員
会

特
別
支
援
学
校
へ
の
就
学
奨
励
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
九
年
法

律
第
百
四
十
四
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
県
が
支
弁
す
る
経

費
以
外
の
経
費
で
、
同
法
の
趣
旨
に
基
づ
き
県
が
支
弁
す
る
特
別
支
援

教
育
就
学
奨
励
費
に
関
す
る
事
務
で
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
に
準
ず

る
特
別
支
援
学
校
へ
の
就
学
の
た
め
必
要
な
経
費
の
支
弁
に
係
る
事
務

で
あ
っ
て
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の

別
表
第
二
（
第
四
条
関
係
）

執
行
機
関

事
務

特
定
個
人
情
報

教
育
委
員
会

特
別
支
援
学
校
へ
の
就
学
奨
励
に

特
別
支
援
学
校
へ
の
就
学
奨

関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
の
規
定

励
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
特
別

に
よ
り
県
が
支
弁
す
る
経
費
以
外
の

支
援
学
校
へ
の
就
学
の
た
め
必

経
費
で
、
同
法
の
趣
旨
に
基
づ
き
県

要
な
経
費
の
支
弁
に
関
す
る
情

が
支
弁
す
る
特
別
支
援
教
育
就
学
奨

報
で
あ
っ
て
教
育
委
員
会
規
則

励
費
に
関
す
る
事
務
で
主
務
省
令
で

で
定
め
る
も
の

定
め
る
も
の
に
準
ず
る
特
別
支
援
学

校
へ
の
就
学
の
た
め
必
要
な
経
費
の

支
弁
に
係
る
事
務
で
あ
っ
て
教
育
委

員
会
規
則
で
定
め
る
も
の

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
条
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
は
、
行

政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年

法
律
第
二
十
七
号
）
附
則
第
一
条
第
五
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
情
報
政
策
課
）

福
島
県
条
例
第
六
十
八
号

民
生
委
員
の
定
数
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

民
生
委
員
の
定
数
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二
十
六
年
福
島
県
条
例
第
九
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

本
則
の
表
福
島
市
の
項
中
「
五
八
三
人
」
を
「
五
八
六
人
」
に
改
め
、
同
表
会
津
若
松
市
の
項
中
「
二

七
四
人
」
を
「
二
七
六
人
」
に
改
め
、
同
表
白
河
市
の
項
中
「
一
四
〇
人
」
を
「
一
四
五
人
」
に
改
め
、
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同
表
須
賀
川
市
の
項
中
「
一
五
四
人
」
を
「
一
五
六
人
」
に
改
め
、
同
表
南
相
馬
市
の
項
中
「
一
七
一

人
」
を
「
一
七
四
人
」
に
改
め
、
同
表
伊
達
市
の
項
中
「
一
七
三
人
」
を
「
一
七
四
人
」
に
改
め
、
同

表
南
会
津
町
の
項
中
「
八
七
人
」
を
「
八
八
人
」
に
改
め
、
同
表
会
津
坂
下
町
の
項
中
「
六
七
人
」
を

「
六
八
人
」
に
改
め
、
同
表
会
津
美
里
町
の
項
中
「
八
二
人
」
を
「
八
三
人
」
に
改
め
、
同
表
三
春
町

の
項
中
「
五
四
人
」
を
「
五
五
人
」
に
改
め
、
同
表
広
野
町
の
項
中
「
一
五
人
」
を
「
一
七
人
」
に
改

め
、
同
表
川
内
村
の
項
中
「
一
四
人
」
を
「
一
三
人
」
に
改
め
、
同
表
双
葉
町
の
項
中
「
二
一
人
」
を

「
二
〇
人
」
に
改
め
、
同
表
飯
舘
村
の
項
中
「
三
〇
人
」
を
「
二
九
人
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
八
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
社
会
福
祉
課
）

福
島
県
条
例
第
六
十
九
号

福
島
県
認
定
こ
ど
も
園
の
要
件
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

福
島
県
認
定
こ
ど
も
園
の
要
件
を
定
め
る
条
例
（
平
成
十
八
年
福
島
県
条
例
第
百
六
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
に
次
の
五
項
を
加
え
る
。

（
認
定
こ
ど
も
園
の
職
員
資
格
に
関
す
る
特
例
）

３

園
児
の
登
園
又
は
降
園
の
時
間
帯
そ
の
他
の
園
児
が
少
数
で
あ
る
時
間
帯
に
お
い
て
、
別
表
の
二

の
ア
に
よ
り
認
定
こ
ど
も
園
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
職
員
の
数
が
一
人
と
な
る
場
合
に
は
、
当

分
の
間
、
別
表
の
三
の
ア
、
イ
及
び
ウ
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
表
の
二
の
ア
に
よ
り
認
定
こ
ど

も
園
に
置
く
も
の
と
さ
れ
る
職
員
の
う
ち
一
人
は
、
知
事
が
幼
稚
園
教
諭
免
許
状
（
幼
稚
園
教
諭
の

普
通
免
許
状
（
教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
第
四
条
第
二
項
の
普
通

免
許
状
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
幼
稚
園
助
教
諭
の
臨
時
免
許
状
（
同
法
第
四
条
第
四
項
の
臨

時
免
許
状
を
い
う
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
保
育
士
の
資
格
を
有
す
る
者
と
同
等
の
知
識

及
び
経
験
を
有
す
る
と
認
め
る
者
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

別
表
の
三
の
ウ
に
よ
り
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
保
育
士
の
資
格
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
当

分
の
間
、
幼
稚
園
教
諭
免
許
状
又
は
小
学
校
教
諭
若
し
く
は
養
護
教
諭
の
普
通
免
許
状
を
有
す
る
者

（
現
に
当
該
施
設
に
お
い
て
主
幹
養
護
教
諭
及
び
養
護
教
諭
と
し
て
従
事
し
て
い
る
者
を
除
く
。
次

項
及
び
附
則
第
七
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
も
っ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

別
表
の
三
の
イ
に
よ
り
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
幼
稚
園
教
諭
免
許
状
又
は
保
育
士
の
資
格
を
有

す
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
小
学
校
教
諭
又
は
養
護
教
諭
の
普
通
免
許
状
を
有
す
る
者
を
も
っ

て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
者
は
補
助
者
と
し
て
従
事
す
る
場
合
を
除

き
、
教
育
課
程
に
基
づ
く
教
育
に
従
事
し
て
は
な
ら
な
い
。

６

一
日
に
つ
き
八
時
間
を
超
え
て
開
所
す
る
認
定
こ
ど
も
園
に
お
い
て
、
開
所
時
間
を
通
じ
て
必
要

と
な
る
職
員
の
総
数
が
、
利
用
定
員
に
応
じ
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
職
員
の
数
を
超
え
る
場
合

に
お
け
る
別
表
の
三
の
ア
、
イ
及
び
ウ
に
よ
り
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
幼
稚
園
教
諭
免
許
状
又
は

保
育
士
の
資
格
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
開
所
時
間
を
通
じ
て
必
要
と
な
る
職
員
の

総
数
か
ら
、
利
用
定
員
に
応
じ
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
職
員
の
数
を
差
し
引
い
て
得
た
数
の
範

囲
で
、
知
事
が
幼
稚
園
教
諭
免
許
状
又
は
保
育
士
の
資
格
を
有
す
る
者
と
同
等
の
知
識
及
び
経
験
を

有
す
る
と
認
め
る
者
を
も
っ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
者
は
補
助
者

と
し
て
従
事
す
る
場
合
を
除
き
、
教
育
課
程
に
基
づ
く
教
育
に
従
事
し
て
は
な
ら
な
い
。

７

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
り
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

る
者
を
も
っ
て
代
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
者
の
総
数
は
、
別
表
の
二
の
ア

に
よ
り
認
定
こ
ど
も
園
に
置
く
も
の
と
さ
れ
る
職
員
の
数
の
三
分
の
一
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

附
則
第
四
項

別
表
の
三
の
ウ
に
よ
り
置
か
な
け
れ
ば
な

幼
稚
園
教
諭
免
許
状
又
は
小
学
校

ら
な
い
保
育
士
の
資
格
を
有
す
る
者

教
諭
若
し
く
は
養
護
教
諭
の
普
通

免
許
状
を
有
す
る
者

附
則
第
五
項

別
表
の
三
の
イ
に
よ
り
置
か
な
け
れ
ば
な

小
学
校
教
諭
又
は
養
護
教
諭
の
普

ら
な
い
幼
稚
園
教
諭
免
許
状
又
は
保
育
士

通
免
許
状
を
有
す
る
者

の
資
格
を
有
す
る
者

附
則
第
六
項

別
表
の
三
の
ア
、
イ
及
び
ウ
に
よ
り
置
か

知
事
が
幼
稚
園
教
諭
免
許
状
又
は

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
幼
稚
園
教
諭
免
許
状

保
育
士
の
資
格
を
有
す
る
者
と
同

又
は
保
育
士
の
資
格
を
有
す
る
者

等
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者

と
認
め
る
者

別
表
中
「
（
第
二
条
関
係
）
」
を
「
（
第
三
条
関
係
）
」
に
改
め
、
同
表
の
二
の
エ
中
「
（
教
育
職

員
免
許
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
第
四
条
第
二
項
の
普
通
免
許
状
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
」
を
削
り
、
同
表
の
三
の
イ
の

中
「
（
幼
稚
園
の
普
通
免
許
状
又
は
幼
稚
園
助
教
諭
の
臨
時

(1)

免
許
状
（
教
育
職
員
免
許
法
第
四
条
第
四
項
の
臨
時
免
許
状
を
い
う
。
）
を
有
す
る
者
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
子
育
て
支
援
課
）

福
島
県
条
例
第
七
十
号

福
島
県
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

福
島
県
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
福
島
県

条
例
第
八
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
五
条
第
七
号
イ
の
表
二
階
の
部
避
難
用
の
項
及
び
三
階
の
部
避
難
用
の
項
中
「
同
条
第
三
項

第
二
号
、
第
三
号
及
び
第
九
号
」
を
「
同
条
第
三
項
第
三
号
、
第
四
号
及
び
第
十
号
」
に
改
め
、
同
表

四
階
の
部
避
難
用
の
項
中
「
外
気
に
向
か
っ
て
開
く
こ
と
の
で
き
る
窓
若
し
く
は
排
煙
設
備
（
同
条
第

三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
た
構
造
方
法
を
用
い
る
も
の
そ
の
他
有
効
に
排
煙
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
有
す
る
付
室
」
を
「
付
室
（
階
段
室
が
同
条
第

三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
構
造
を
有
す
る
場
合
を
除
き
、
同
号
に
規
定
す
る
構
造
を
有
す
る
も
の
に
限
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る
。
）
」
に
、
「
同
条
第
三
項
第
二
号
、
第
三
号
及
び
第
九
号
」
を
「
同
条
第
三
項
第
三
号
、
第
四
号

及
び
第
十
号
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
六
条
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
事
情
に
鑑
み
、
当
分
の
間
、
第
四
十
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
保
育
士
の
数
の
算
定
に
つ

い
て
は
、
幼
稚
園
教
諭
若
し
く
は
小
学
校
教
諭
又
は
養
護
教
諭
の
普
通
免
許
状
（
教
育
職
員
免
許
法

（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
普
通
免
許
状
を
い
う
。
）
を

有
す
る
者
を
、
保
育
士
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

３

第
一
項
の
事
情
に
鑑
み
、
当
分
の
間
、
一
日
に
つ
き
八
時
間
を
超
え
て
開
所
す
る
保
育
所
に
お
い

て
、
開
所
時
間
を
通
じ
て
必
要
と
な
る
保
育
士
の
総
数
が
、
当
該
保
育
所
に
係
る
利
用
定
員
の
総
数

に
応
じ
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
保
育
士
の
数
を
超
え
る
と
き
は
、
第
四
十
七
条
第
三
項
に
規
定

す
る
保
育
士
の
数
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
知
事
が
保
育
士
と
同
等
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
と
認

め
る
者
を
、
開
所
時
間
を
通
じ
て
必
要
と
な
る
保
育
士
の
総
数
か
ら
利
用
定
員
の
総
数
に
応
じ
て
置

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
保
育
士
の
数
を
差
し
引
い
て
得
た
数
の
範
囲
で
、
保
育
士
と
み
な
す
こ
と
が

で
き
る
。

４

前
二
項
の
規
定
を
適
用
す
る
と
き
は
、
保
育
士
（
法
第
十
八
条
の
十
八
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た

者
を
い
い
、
児
童
福
祉
施
設
最
低
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
年
厚
生
省
令
第
五
十
一

号
）
附
則
第
二
項
又
は
前
二
条
の
規
定
に
よ
り
保
育
士
と
み
な
さ
れ
る
者
を
除
く
。
）
を
、
前
二
項

の
規
定
の
適
用
が
な
い
と
し
た
場
合
の
第
四
十
七
条
第
三
項
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
保
育
士
の
数
の
三

分
の
二
以
上
、
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
子
育
て
支
援
課
）

福
島
県
条
例
第
七
十
一
号

福
島
県
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

福
島
県
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二
十

六
年
福
島
県
条
例
第
百
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
三
項
の
表
備
考
第
一
号
中
「
。
以
下
こ
の
号
」
の
下
に
「
及
び
附
則
第
六
条
」
を
加
え
る
。

附
則
に
次
の
四
条
を
加
え
る
。

（
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
職
員
の
数
等
に
係
る
特
例
）

第
五
条

園
児
の
登
園
又
は
降
園
の
時
間
帯
そ
の
他
の
園
児
が
少
数
で
あ
る
時
間
帯
に
お
い
て
、
第
六

条
第
三
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
必
要
と
な
る
園
児
の
教
育
及
び
保
育
に
直
接
従
事
す
る
職
員
（
以
下

「
職
員
」
と
い
う
。
）
の
数
が
一
人
と
な
る
場
合
に
は
、
当
分
の
間
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
置
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
職
員
の
う
ち
一
人
は
、
同
項
の
表
備
考
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
知
事
が

保
育
教
諭
と
同
等
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
と
認
め
る
者
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
条

第
六
条
第
三
項
の
表
備
考
第
一
号
に
定
め
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
小
学
校
教
諭
又

は
養
護
教
諭
の
普
通
免
許
状
を
有
す
る
者
（
現
に
当
該
施
設
に
お
い
て
主
幹
養
護
教
諭
及
び
養
護
教

諭
と
し
て
従
事
し
て
い
る
者
を
除
く
。
以
下
「
小
学
校
教
諭
等
免
許
状
所
持
者
」
と
い
う
。
）
を
も
っ

て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
小
学
校
教
諭
等
免
許
状
所
持
者
は
補
助
者

と
し
て
従
事
す
る
場
合
を
除
き
、
教
育
課
程
に
基
づ
く
教
育
に
従
事
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
七
条

一
日
に
つ
き
八
時
間
を
超
え
て
開
所
す
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
お
い
て
、
開
所
時

間
を
通
じ
て
必
要
と
な
る
職
員
の
総
数
が
、
利
用
定
員
に
応
じ
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
職
員
の

数
を
超
え
る
場
合
に
お
け
る
第
六
条
第
三
項
の
表
備
考
第
一
号
に
定
め
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
分
の

間
、
開
所
時
間
を
通
じ
て
必
要
と
な
る
職
員
の
総
数
か
ら
、
利
用
定
員
に
応
じ
て
置
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
職
員
の
数
を
差
し
引
い
て
得
た
数
の
範
囲
で
、
知
事
が
保
育
教
諭
と
同
等
の
知
識
及
び
経
験

を
有
す
る
と
認
め
る
者
を
も
っ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
者
は
補
助

者
と
し
て
従
事
す
る
場
合
を
除
き
、
教
育
課
程
に
基
づ
く
教
育
に
従
事
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
八
条

前
二
条
の
規
定
に
よ
り
第
六
条
第
三
項
の
表
備
考
第
一
号
に
定
め
る
者
を
小
学
校
教
諭
等
免

許
状
所
持
者
又
は
知
事
が
保
育
教
諭
と
同
等
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
と
認
め
る
者
を
も
っ
て
代

え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
小
学
校
教
諭
等
免
許
状
所
持
者
並
び
に
知
事
が
保
育
教
諭
と
同
等
の

知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
と
認
め
る
者
の
総
数
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

職
員
の
数
の
三
分
の
一
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
子
育
て
支
援
課
）

福
島
県
条
例
第
七
十
二
号

福
島
県
租
税
特
別
措
置
法
第
七
十
条
の
四
の
規
定
に
係
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

福
島
県
租
税
特
別
措
置
法
第
七
十
条
の
四
の
規
定
に
係
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成

二
十
二
年
福
島
県
条
例
第
七
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
中
「
第
七
十
条
の
四
第
三
十
五
項
」
を
「
第
七
十
条
の
四
第
三
十
六
項
」
に
、
「
第
七
十
条
の

六
第
四
十
項
」
を
「
第
七
十
条
の
六
第
四
十
一
項
」
に
、
「
第
四
号
」
を
「
第
三
号
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
農
業
担
い
手
課
）

福
島
県
条
例
第
七
十
三
号

福
島
空
港
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

福
島
空
港
条
例
（
平
成
四
年
福
島
県
条
例
第
百
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
五
号
を
削
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
港
湾
課
空
港
施
設
室
）

福
島
県
条
例
第
七
十
四
号

福
島
県
県
営
住
宅
等
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
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福
島
県
県
営
住
宅
等
条
例
（
昭
和
三
十
五
年
福
島
県
条
例
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

別
表
第
一
の
一
の
表
福
島
県
営
北
中
央
団
地
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

福
島
県
営
北
沢
又
団
地

福
島
市

別
表
第
一
の
一
の
表
福
島
県
営
表
団
地
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

福
島
県
営
若
宮
団
地

二
本
松
市

別
表
第
一
の
一
の
表
福
島
県
営
牛
越
団
地
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

福
島
県
営
下
北
迫
団
地

広
野
町

別
表
第
一
の
一
の
表
福
島
県
営
船
戸
団
地
の
項
を
削
る
。

別
表
第
一
の
一
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

福
島
県
営
四
ツ
倉
団
地

い
わ
き
市

福
島
県
営
中
原
団
地

い
わ
き
市

福
島
県
営
下
矢
田
団
地

い
わ
き
市

福
島
県
営
勿
来
酒
井
団
地

い
わ
き
市

福
島
県
営
平
赤
井
団
地

い
わ
き
市

福
島
県
営
北
好
間
団
地

い
わ
き
市

別
表
第
二
福
島
県
営
北
中
央
団
地
駐
車
場
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

福
島
県
営
北
沢
又
団
地
駐
車
場

福
島
市

二
千
円

別
表
第
二
福
島
県
営
表
団
地
駐
車
場
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

福
島
県
営
若
宮
団
地
駐
車
場

二
本
松
市

二
千
円

別
表
第
二
福
島
県
営
牛
越
団
地
駐
車
場
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

福
島
県
営
下
北
迫
団
地
駐
車
場

広
野
町

千
五
百
円

別
表
第
二
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

福
島
県
営
四
ツ
倉
団
地
駐
車
場

い
わ
き
市

二
千
円

福
島
県
営
中
原
団
地
駐
車
場

い
わ
き
市

二
千
円

福
島
県
営
下
矢
田
団
地
駐
車
場

い
わ
き
市

二
千
円

福
島
県
営
勿
来
酒
井
団
地
駐
車
場

い
わ
き
市

二
千
円

福
島
県
営
平
赤
井
団
地
駐
車
場

い
わ
き
市

二
千
円

福
島
県
営
北
好
間
団
地
駐
車
場

い
わ
き
市

二
千
円

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
建
築
住
宅
課
）

福
島
県
条
例
第
七
十
五
号

福
島
県
立
高
等
学
校
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

福
島
県
立
高
等
学
校
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
福
島
県
条
例
第
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

「
福
島
県
立
小
高
商
業
高
等
学
校

南
相
馬
市

別
表
中

を
「
福
島
県
立
小
高
産
業
技
術
高
等
学
校

福
島
県
立
小
高
工
業
高
等
学
校

南
相
馬
市
」

南
相
馬
市
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
高
校
教
育
課
）


